
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
以
上
の
方
へ

特
定
健
康
診
査
受
診
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
特
定
健
康
診
査
は
生
活
習
慣
病
の
芽
を
早
期
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
、
早
期
治
療
・
生
活
習
慣
の
改
善
へ
と

結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
特
定
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
年
1
回

必
ず
受
診
し
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

⒈ 

み
ら
い
健
診
で
受
診
す
る

　

1
月
17
日
㈮
・
1
月
19
日
㈰
に
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
受
診
で
き
ま

す
。
予
約
受
付
は
、
12
月
10
日
㈫
か

ら
開
始
で
す
。
午
前
9
時
～
午
後
５

時
の
時
間
内
（
土
、
日
、
祝
日
除
く
）

に
健
康
増
進
課
窓
口
ま
た
は
予
約
専

用
電
話
《
☎
25
‐
２
９
８
３
》
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
で
す
。

⒉ 

医
療
機
関
で
受
診
す
る

　

受
診
券
裏
面
に
近
隣
で
受
診
可
能

な
医
療
機
関
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
外
の
医
療
機
関
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
医

療
機
関
で
は
令
和
2
年
3
月
31
日
㈫

ま
で
受
診
が
で
き
ま
す
。
受
診
の
際

は
必
ず
医
療
機
関
へ
事
前
予
約
が
必

要
で
す
。

☆
受
診
時
に
持
参
す
る
も
の

　

特
定
健
康
診
査
受
診
券
（
水
色
）、

国
民
健
康
保
険
証
、
自
己
負
担
額

◎
自
己
負
担
額
の
減
免
制
度

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
自

己
負
担
額
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

　
「
令
和
元
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯
証
明
書
（
つ
く
ば
み
ら
い
市
健
康

診
査
用
）」
を
取
得
の
上
、
必
ず
健

診
当
日
、
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

◎
注
意
事
項

　

平
成
31
年
4
月
１
日
～
令
和
2

年
3
月
31
日
ま
で
に
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
を
市
の
助
成
を
利
用
し

受
診
し
た
方
、
お
よ
び
こ
れ
か
ら

受
診
す
る
予
定
の
あ
る
方
は
、
特

定
健
康
診
査
は
受
診
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問  

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
５
）

【
受
診
方
法
】

ひとりで悩まず、まず相談を

　ひきこもりは障がいとは違うと思われるかもしれませ
んが，精神疾患や発達障がいが原因でひきこもりになっ
てしまうケースもあります。今回は，ひきこもり相談の
お知らせです。
　茨城県ひきこもり相談支援センターでは，ご家族のひ
きこもり問題で悩んでおられる方を対象に，出張相談を
行います。 「外出することに不安を感じている」「動き
出したいけれど動けない」「何をどうすればいいのかわ
からない」などの困りごとなど，まずは相談から始めて
みませんか。  相談は無料ですので，お一人で悩まずお
気軽にご連絡ください。

伝えます！障がいのこと
　　　　～障がい者支援コラム　Vol.23 ～

○日時および会場
・12 月 17 日㈫　午後１時～４時
  常総市石下総合福祉センター  ボランティア室
・12 月 24 日㈫　午後１時～４時
  守谷市いきいきプラザ・げんき館  相談室
・令和２年１月 28 日㈫　午後１時～４時
  きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館  会議室１
・令和２年２月 25 日㈫　午後１時～４時
  つくば市大穂庁舎内 社会福祉協議会 相談室
○費用など：無料（相談１件につき 50 分まで）
○相談員：茨城県ひきこもり相談支援センター
○対象：茨城県内在住のひきこもり問題でお困りのご本
　人やご家族
○申し込み： ２日前までの予約制

【申し込み・問い合わせ】
  茨城県ひきこもり相談支援センター
  ☎ 0296 ‐ 48 ‐ 6631 ／　　 info@ibaraki.org
  火～土曜日の午前９時～午後６時（祝日を除く）

保 健 だ よ り

☆
特
定
健
康
診
査
は
次
の
方
法
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

（
年
度
内
の
重
複
受
診
は
不
可
）

問  伊奈庁舎社会福祉課　☎ 58 ‐ 2111（内線 4102）

25 －次号は令和２年１月４日（土）配布開始－




